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① 統括・管理本部の設立促進（その 1 からの続き） 

適 用 要 件 内 容 

 域内関連会社の活動に対する統括・管理業務、財務・

資金調達などのサービスを提供する 

 払込資本金を 250 万リンギ以上有すること 

 物品の売買を業とする事業者の場合、年間の売上高

が 300 万リンギを超えること 

 申請期限は、2015 年 5 月 1 日～2018 年 4 月 30 日 

 

 法人税率を減免する 

 適用期間は、5～10 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 段階: 

o 15 名以上の専門職者（月給が 5,000 リンギ以

上）を雇用。適用開始から 3 年以内に、半数を

マレーシア人の雇用とすること 

o うち、3 名の経営幹部の月給が 25,000 リンギ以

上 

o 最低年間支出が 300 万リンギ以上の経費を支

出すること 

o マレーシア国外にある 3 ヵ国以上の拠点へ適格

なサービスの提供及び管理を行う 

 法人税率は 10%の軽減税率を適用 

 2 段階: 

o 30 名以上の専門職者（月給が 5,000 リンギ以

上）を雇用。適用開始から 3 年以内に、半数を

マレーシア人の雇用とすること 

o うち、4 名の経営幹部の月給が 25,000 リンギ以

上 

o 最低年間支出が 500 万リンギ以上の経費を支

出すること 

o マレーシア国外にある 4 ヵ国以上の拠点へ適格

なサービスの提供及び管理を行う 

 法人税率は 5%の軽減税率を適用 

 3 段階: 

o 50 名以上の専門職者（月給が 5,000 リンギ以

上）を雇用。適用開始から 3 年以内に、半数を

マレーシア人の雇用とすること 

o うち、5 名の経営幹部の月給が 25,000 リンギ以

上 

o 最低年間支出が 1,000 万リンギ以上の経費を

支出すること 

o マレーシア国外にある 5 ヵ国以上の拠点へ適格

なサービスの提供及び管理を行う 

 法人税が免除される 

 現行の事業本部(OHQ)、国際調達センター(IPC)、地域配送センター(RDC)の申請は、2015 年 5 月 1 日から統

括・管理本部(Principal Hub)の申請受付開始に伴い、4 月末で終了する。 

以上 

 


